
資料２

1　相談支援

２　計画相談支援給付

（１）サービス利用支援

（２）継続サービス利用支援

３　宗谷管内における特定相談支援事業所
事業所名 事業所所在市町村 他法における指定または区分等 設置・運営者 備考

1 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会宗谷圏域障害者総合相談支援センター 稚内市 計画相談支援 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
2 緑ヶ丘学園生活支援センターみる・みーる 稚内市 計画相談支援 社会福祉法人緑ヶ丘学園
3 障害者相談支援センター木馬館　※ 稚内市 計画相談支援 社会福祉法人稚内木馬館 ※Ｒ4.4.1～　休止

4 相談支援事業所すまいる 中頓別町 計画相談支援 社会福祉法人南宗谷福祉会
5 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会宗谷圏域障害者総合相談支援センター（枝幸事務所） 枝幸町 計画相談支援 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
6 障がい者相談支援センターぴーぷる　※ 枝幸町 計画相談支援 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会 ※Ｒ4.4.1～　休止

7 豊富町社会福祉協議会特定相談支援事業所相談室とよとみ 豊富町 計画相談支援 社会福祉法人豊富町社会福祉協議会
8 ひだまり 幌延町 計画相談支援 社会福祉法人幌延福祉会

（参考）宗谷管内における一般相談支援事業所
事業所名 事業所所在市町村 他法における指定または区分等 設置・運営者 備考

1 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会宗谷圏域障害者総合相談支援センター 稚内市 地域移行支援/地域定着支援 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
2 相談支援事業所すまいる　※ 中頓別町 地域移行支援/地域定着支援 社会福祉法人南宗谷福祉会 ※Ｒ3.6.1～　休止

3 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会宗谷圏域障害者総合相談支援センター（枝幸事務所） 枝幸町 地域移行支援/地域定着支援 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会
4 ひだまり 幌延町 地域移行支援/地域定着支援 社会福祉法人幌延福祉会

計画相談支援事業について

　障害者総合支援法における自立支援給付のうち、計画相談支援給付及び地域相談支援給付の各種サービスのこと。サービス利用支援、継続
サービス利用支援、地域移行支援及び地域定着支援がある。

　障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うと
ともに、サービス等利用計画の作成を行う。

　支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、サービス事業者等との連絡調整等を行う。


